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告   示 

◎新潟県告示第1502号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３第１項の規定により、新発田市の一部を受益地域とする県営米

倉地区区画整理（経営体育成基盤整備「農業生産法人等育成型」）事業計画の変更をしたので、関係書類を次のと

おり縦覧に供する。 

平成24年12月25日 

新潟県新発田地域振興局長 

１ 縦覧に供する書類の名称 

  県営土地改良事業変更計画書の写し 

２ 縦覧に供する期間 

  平成 24 年 12 月 26 日から平成 25 年１月 29 日まで 

３ 縦覧に供する場所 

  新発田市役所加治川庁舎 

４ その他 

(1) この土地改良事業計画について不服があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、知

事に審査請求することができる。 

(2) この土地改良事業計画について不服があったとしても、土地改良事業計画についての取消しの訴えを提起

することはできない。取消しの訴えを提起することができるのは、土地改良事業計画についての審査請求に

対する決定に対してのみである。 

 

◎新潟県告示第1503号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 
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なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成24年12月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 坂井猪子場新田線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

見附市坂井町字大場乙 369番２から 

 

同市坂井町字 下乙303番まで 

 

新 

 

6.0～21.2メートル 

 

205.3メートル 

 

旧 

 

5.1～7.1メートル 

 

207.9メートル 

 

  

◎新潟県告示第1504号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成24年12月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   坂井猪子場新田線 

２ 供用開始の区間 

  見附市坂井町字大場乙 369番２から同市坂井町字 下乙 303番まで 

３ 供用開始の期日  平成 24年 12月 25日 

 

◎新潟県告示第1505号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成24年12月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 十日町千手線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

十日町市宇都宮71番３から 

 

同市字八幡田寅甲496番15まで 

 

新 

 

16.0～55.0メートル 

 

277.1メートル 

 

旧 

 

11.0～55.0メートル 

 

276.6メートル 

 

 

◎新潟県告示第1506号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成24年12月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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１ 路 線 名  県道   十日町千手線 

２ 供用開始の区間 

  十日町市宇都宮71番３から同市字八幡田寅甲496番15まで 

３ 供用開始の期日  平成24年12月25日 

 

◎新潟県告示第1507号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県糸魚川地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成24年12月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 上町屋釜沢糸魚川線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

糸魚川市大字来海沢字広田 1777番１から 

 

同市大字来海沢字広田1839番１まで 

 

新 

 

8.8～41.8メートル 

 

348.9メートル 

 

旧 

 

8.0～39.8メートル 

 

368.1メートル 

 

 

◎新潟県告示第1508号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県糸魚川地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成24年12月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   上町屋釜沢糸魚川線 

２ 供用開始の区間 

  糸魚川市大字来海沢字広田1777番１から同市大字来海沢字広田1839番１まで 

３ 供用開始の期日  平成24年12月25日 

 

◎新潟県告示第1509号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県佐渡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成24年12月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 多田皆川金井線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

佐渡市浜河内字赤坂1025番１から 

 

同市小倉字倉が沢甲1668番１まで 

 

 

新 

 

(A)4.2～94.0メートル 

 

2,982.2メートル 

佐渡市浜河内字中せ1009番２から 

 

同市小倉字倉が沢甲1668番１まで 

 

(B)8.0～57.0メートル 

 

1,789.0メートル 
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佐渡市浜河内字赤坂1025番１から 

 

同市小倉字倉が沢甲1668番１まで 

 

旧 

 

4.2～94.0メートル 

 

3,153.5メートル 

備考 上記(A)及び(B)は、関係図面に表示する敷地の区分をいう。 

 

◎新潟県告示第1510号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県佐渡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成24年12月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   多田皆川金井線 

２ 供用開始の区間 

  佐渡市浜河内字中せ1009番２から同市小倉字倉が沢甲1668番１まで 

３ 供用開始の期日  平成24年12月27日 

 

公   告 

大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 

平成24年12月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 新発田舟入ショッピングセンター 

所在地 新発田市舟入町３丁目651外 

設置者 株式会社ウオロクほか２者 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定による変更（大規模小売店舗において小売業を行う者の

変更及びその他の変更）に関する届出 

公告日 平成24年８月17日 

３ 意見の概要 

(1) 新発田市からの意見の概要 

意見なし 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

５ 縦覧期間 

平成24年12月25日から平成25年１月25日まで 

 

選挙管理委員会告示 

◎新潟県選挙管理委員会告示第150号 

平成24年９月23日執行の新潟県議会議員新潟市西蒲区選挙区補欠選挙における公職選挙法（昭和25年法律第 

100号）第 189条の規定により提出された候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は次のとおりである。 

平成24年12月25日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  嵐  嘉 明 
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